
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
七
号

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
四
号
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
し
、
及
び
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
並
び
に
そ
の
作

成
及
び
提
出
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
三
項
第
三
十
号
中
「
別
表
第
四
十
号
」
を
「
別
表
第
四
十
の
一
号
、
別
表
第
四
十
の
二
号
及
び
別
表
第
四
十
の
三
号
」
に

改
め
、
同
項
第
三
十
一
号
中
「
別
表
第
四
十
一
号
」
を
「
別
表
第
四
十
一
の
一
号
及
び
別
表
第
四
十
一
の
二
号
」
に
改
め
、
同

項
第
三
十
二
号
中
「
別
表
第
四
十
二
号
」
を
「
別
表
第
四
十
二
の
一
号
及
び
別
表
第
四
十
二
の
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十

三
号
中
「
別
表
第
四
十
三
号
」
を
「
別
表
第
四
十
三
の
一
号
及
び
別
表
第
四
十
三
の
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号
中
「

別
表
第
四
十
四
号
」
を
「
別
表
第
四
十
四
の
一
号
及
び
別
表
第
四
十
四
の
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
項
第
一
号
中
㈠
を
削
り
、
㈡
を
㈠
と
し
、
㈢
か
ら
㈧
ま
で
を
㈡
か
ら
㈦
ま
で
と
す
る
。

012700
ノート注釈
012700 : Accepted

012700
ノート注釈
012700 : Completed



二
頁

第
六
項
中
「
総
務
大
臣
」
の
下
に
「
（
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
に

あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
」
を
加
え
る
。


